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令和６年度
診療報酬改定
（基本方針）
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令和６年度診療報酬改定の基本方針の概要

出典︓社会保障審議会医療部会（2023.12.11，厚労省）
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改定率
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令和6年度 診療報酬改定改定率

12月20⽇の予算⼤⾂折衝を踏まえ、令和６年度の診療報酬改定は、以下のとおりとなった。

１．診療報酬 ＋０．８８％（国費800億円程度（令和６年度予算額。以下同じ））
※１ うち、※２〜４を除く改定分 ＋０．４６％
各科改定率 医科 ＋０．５２％ ⻭科 ＋０．５７％ 調剤 ＋０．１６％

40歳未満の勤務医師・勤務⻭科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、⻭科技⼯所等で従事する者の賃上げに
資する措置分（＋0.28％程度）を含む。

※２ うち、看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種（上記※１を除く）について、令和６年度にベア
＋2.5％、令和７年度にベア＋2.0％を実施していくための特例的な対応 ＋0.61％

※３ うち、入院時の食費基準額の引き上げ（１食当たり30円）の対応（うち、患者負担については、原則
、１食当たり30円、低所得者については、所得区分等に応じて10〜20円） ＋0.06％

※４ うち、⽣活習慣病を中⼼とした管理料、処方箋料等の再編等の効率化・適正化 ▲0.25％

（注）令和６年６月施⾏
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令和6年度 診療報酬改定改定率

２．薬価等
①薬価 ▲0.97％（国費▲1,200億円程度）
②材料価格 ▲0.02％（国費▲20億円程度）
合計 ▲1.00％（国費▲1,200億円程度）

※ イノベーションの更なる評価等として、⾰新的新薬の薬価維持、有⽤性系評価の充実等への対応を含む。
※ 急激な原材料費の⾼騰、後発医薬品等の安定的な供給確保への対応として、不採算品再算定に係る特例的な対
応を含む。（対象︓約2000品目程度）
※ イノベーションの更なる評価等を⾏うため、後述の⻑期収載品の保険給付の在り方の⾒直しを⾏う。

（注）令和６年４月施⾏（ただし、材料価格は令和６年６月施⾏）

３．診療報酬・薬価等に関する制度改⾰事項 上記のほか、良質な医療を効率的に提供する体制の整備等の観点か
ら、次の項目について、中央社会保険医療協議会での議論も踏まえて、改⾰を着実に進める。
・ 医療ＤＸの推進による医療情報の有効活⽤等
・ 調剤基本料等の適正化 加えて、医療現場で働く方にとって、令和６年度に2.5％、令和７年度に2.0％のベー
スアップへと確実につながるよう、配分方法の⼯夫を⾏う。あわせて、今回の改定による医療従事者の賃上げの
状況、食費を含む物価の動向、経営状況等について、実態を把握する。

４．医療制度改⾰
⻑期収載品の保険給付の在り方の⾒直しとして、選定療養の仕組みを導入し、後発医薬品の上市後５年以上経過
したもの⼜は後発医薬品の置換率が50％以上となったものを対象に、後発医薬品の最⾼価格帯との価格差の４分
の３までを保険給付の対象とすることとし、令和６年10月より施⾏する。 また、薬剤⾃⼰負担の⾒直し項目で
ある「薬剤定額一部負担」「薬剤の種類に応じた⾃⼰負担の設定」「市販品類似の医薬品の保険給付の在り方の
⾒直し」について、引き続き検討を⾏う。
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令和6年度 診療報酬改定改定率の推移
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令和6年度診療報酬改定
個別改定項目



(C) 2023 MICT All Rights Reserved. 8

初再診料等の評価の⾒直し

＜ 基本的な考え方＞
外来診療において標準的な感染防⽌対策を⽇常的に講じることが必要となっていること、職員の賃上
げを実施すること等の観点から、初再診料等の評価を⾒直す。
＜具体的な内容＞
外来診療における標準的な感染防⽌対策を⽇常的に講じることが必要となったこと、職員の賃上げを
実施すること等の観点から、初診料を●●点、再診料と外来診療料をそれぞれ●●点引き上げる。
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時間外対応加算の⾒直し

＜基本的な考え方＞
近年の情報化社会の進展に伴うサービスの多様化に対応する観点から、時間外対応加算について、時間外の電
話対応等の多様な在り方を考慮した評価体系に⾒直す。
＜具体的な内容＞
１．時間外対応加算について、多様な在り方を考慮した評価体系に⾒直す観点から、時間外の電話対応等に常
時対応できる体制として、非常勤職員等が対応し、医師に連絡した上で、当該医師が電話等を受けて対応でき
る体制の評価を新設する。
２．時間外対応加算の評価体系の⾒直しの趣旨を踏まえ、⼩児かかりつけ診療料について、要件を⾒直す。
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時間外対応加算の⾒直し
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医療情報・システム基盤整備体制充実加算の⾒直し

＜基本的な考え方＞
保険医療機関・薬局におけるオンライン資格確認等システムの導入が原則義務化され、オンライン資格確認に係
る体制が整備されていることを踏まえ、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の評価の在り方を⾒直す。
＜具体的な内容＞
医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認等システムの導入が原則義務化された
ことを踏まえ、体制整備に係る評価から、初診時等の診療情報・薬剤情報の取得・活⽤にかかる評価へ、評価の
在り方を⾒直すとともに、名称を医療情報取得加算に⾒直す。
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医療情報・システム基盤整備体制充実加算の⾒直し
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医療DX 推進体制整備加算の新設

＜基本的な考え方＞
オンライン資格確認の導入による診療情報・薬剤情報の取得・活⽤の推進に加え、「医療DX の推進に関する⼯程
表」に基づき、利⽤実績に応じた評価、電⼦処方箋の更なる普及や電⼦カルテ情報共有サービスの整備を進める
こととされていることを踏まえ、医療DX を推進する体制について、新たな評価を⾏う。

＜具体的な内容＞
オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活⽤可能な体制を整備し、また、電⼦処
方箋及び電⼦カルテ情報共有サービスを導入し、質の⾼い医療を提供するため医療DX に対応する体制を確保して
いる場合の評価を新設する。

（新） 医療DX 推進体制整備加算 ●●点

［算定要件］
医療DX 推進に係る体制として別に厚⽣労働⼤⾂が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して
初診を⾏った場合は、医療DX 推進体制整備加算として、月●回に限り●●点を所定点数に加算する。この場合に
おいて、区分番号●●に掲げる在宅医療DX 情報活⽤加算⼜は区分番号●●に掲げる訪問看護医療DX 情報活⽤加
算は同一月においては、別に算定できない。
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医療DX 推進体制整備加算の新設

［施設基準］
（１）療養の給付及び公費負担医療に関する費⽤の請求に関する命令（昭和51 年厚⽣省令第36 号）第１条に規
定する電⼦情報処理組織の使⽤による請求を⾏っていること。
（２）健康保険法第３条第13 項に規定する電⼦資格確認を⾏う体制を有していること。
（３）医師が、電⼦資格確認を利⽤して取得した診療情報を、診療を⾏う診察室、⼿術室⼜は処置室等において、
閲覧⼜は活⽤できる体制を有していること。
（４）電磁的記録をもって作成された処方箋を発⾏する体制を有していること。
（５）電⼦カルテ情報共有サービスを活⽤できる体制を有していること。
（６）マイナンバーカードの健康保険証利⽤について、実績を一定程度有していること。
（７）医療DX 推進の体制に関する事項及び質の⾼い診療を実施するための⼗分な情報を取得し、及び活⽤して診
療を⾏うことについて、当該保険医療機関の⾒やすい場所に掲⽰していること。
（８）（７）の掲⽰事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

［経過措置］
（１）令和●●年●●月●●⽇までの間に限り、（４）に該当するものとみなす。
（２）令和●●年●●月●●⽇までの間に限り、（５）に該当するものとみなす。
（３）（６）については、令和●●年●●月●●⽇から適⽤する。
（４）令和●●年●●月●●⽇までの間に限り、（８）に該当するものとみなす。
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在宅医療における医療DX の推進

＜基本的な考え方＞
居宅同意取得型のオンライン資格確認等システム、電⼦処方箋及び電⼦カルテ情報共有サービスにより、在宅
医療における診療計画の作成において取得された患者の診療情報や薬剤情報を活⽤することで質の⾼い
医療を提供した場合について、新たな評価を⾏う。
＜具体的な内容＞
在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の１、在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の２、在宅患者訪問診療料（Ⅱ）及び在宅がん医
療総合診療料について、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システム、電⼦カルテ情報共有サービス及び
電⼦処方箋により得られる情報を活⽤して質の⾼い医療を提供することに係る評価を新設する。

（新） 在宅医療ＤＸ情報活⽤加算 ●●点

［対象患者］
在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の１、在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の２、
在宅患者訪問診療料（Ⅱ）及び在宅がん医療総合診療料を算定する患者

［算定要件］
別に厚⽣労働⼤⾂が定める施設基準を満たす保険医療機関において健康保険法第３条第13 項に規定する電⼦資
格確認等により得られる情報を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して診療を⾏った場合は、在宅医療Ｄ
Ｘ情報活⽤加算として、月１回に限り所定点数に加算する。ただし、区分番号●●に掲げる医療情報取得加算
、区分番号●●に掲げる医療ＤＸ推進体制整備加算⼜は区分番号●●に掲げる訪問看護医療ＤＸ情報活⽤加算
を算定した月は、在宅医療ＤＸ情報活⽤加算は算定できない。
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在宅医療における医療DX の推進

［施設基準］
（１）療養の給付及び公費負担医療に関する費⽤の請求に関する命令（昭和51 年厚⽣省令第36 号）第１条に
規定する電⼦情報処理組織の使⽤による請求を⾏っていること。
（２）健康保険法第３条第13 項に規定する電⼦資格確認を⾏う体制を有していること。
（３）電磁的記録をもって作成された処方箋を発⾏する体制を有していること。
（４）電⼦カルテ情報共有サービスを活⽤できる体制を有していること。
（５）（２）の体制に関する事項及び質の⾼い診療を実施するための⼗分
な情報を取得し、及び活⽤して診療を⾏うことについて、当該保険医療機関の⾒やすい場所に掲⽰しているこ
と。
（６）（５）の掲⽰事項について、原則として、ウェブサイトに掲⽰していること。
［経過措置］
（１）令和●年●月●⽇までの間に限り、（３）に該当するものとみなす。
（２）令和●年●月●⽇までの間に限り、（４）に該当するものとみなす。
（３）令和●年●月●⽇までの間に限り、（６）に該当するものとみなす。
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訪問看護医療ＤＸ情報活⽤加算の新設
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料及び精神科訪問看護・指導料について、居宅同意取
得型のオンライン資格確認等システムが導入されることを踏まえ、初回訪問時等に利⽤者の診療情報・薬剤情報を
取得・活⽤して、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を⾏い、質の⾼い医療を提供した場合について、新た
な評価を⾏う。

（新） 訪問看護医療ＤＸ情報活⽤加算 ●●点

［対象患者］
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料及び精神科訪問看護・指導料を算定する患者

［算定要件］
別に厚⽣労働⼤⾂が定める基準に適合しているものとして地方厚⽣局⻑等に届け出た保険医療機関の看護師等（准
看護師を除く）が、健康保険法第３条第13 項の規定による電⼦資格確認により、利⽤者の診療情報を取得等した
上で訪問看護・指導の実施に関する計画的な管理を⾏った場合には、訪問看護医療ＤＸ情報活⽤加算として、月に
１回に限り、●●点を所定点数に加算する。ただし、区分番号●●に掲げる医療情報取得加算、区分番号●●に掲
げる医療ＤＸ推進体制整備加算⼜は区分番号●●に掲げる在宅医療ＤＸ情報活⽤加算を算定した月は、訪問看護医
療ＤＸ情報活⽤加算は算定できない。

［施設基準］
（１）療養の給付及び公費負担医療に関する費⽤の請求に関する命令（昭和51 年厚⽣省令第36 号）第１条に規定
する電⼦情報処理組織の使⽤による請求を⾏っていること。
（２）健康保険法第３条第13 項に規定する電⼦資格確認を⾏う体制を有していること。
（３）（２）の体制に関する事項及び質の⾼い訪問看護を実施するための⼗分な情報を取得し、及び活⽤して訪問
看護を⾏うことについて、当該保険医療機関の⾒やすい場所に掲⽰していること。
（４）（３）の掲⽰事項について、原則として、ウェブサイトに掲⽰していること。
［経過措置］令和●年●月●⽇までの間に限り、（４）に該当するものとみなす。
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在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料における情報通信機器を⽤いた診療に係る評価の新設

<基本的な考え方>
情報通信機器を⽤いた診療における閉塞性無呼吸症候群に対する持続陽圧呼吸（CPAP）療法を実施する際の
基準を踏まえ、情報通信機器を⽤いた場合の在宅持続陽圧呼吸療法指導管理について、新たな評価を⾏う。
<具体的な内容>
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料について、情報通信機器を⽤いた診療を実施した場合の評価を新設する。
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⼩児特定疾患カウンセリング料の⾒直し

<基本的な考え方>
発達障害等、児童思春期の精神疾患の⽀援を充実する観点から、⼩児特定疾患カウンセリング料について要件
及び評価を⾒直すとともに、医師による⼩児の発達障害等に対する情報通信機器を⽤いたオンライン診療の有
効性・安全性に係るエビデンスが⽰されたことを踏まえ、発達障害等を有する⼩児患者に対する情報通信機器
を⽤いた医学管理について、新たな評価を⾏う。

<具体的な内容>
１．⼩児特定疾患カウンセリング料について、カウンセリングの実態を踏まえ、要件及び評価を⾒直す。
２．⼩児特定疾患カウンセリング料について、情報通信機器を⽤いた診療を実施した場合の評価を新設する。
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情報通信機器を⽤いた通院精神療法に係る評価の新設
<基本的な考え方>
「情報通信機器を⽤いた精神療法に係る指針」を踏まえ、情報通信機器を⽤いて通院精神療法を実施した場合
等について、新たな評価を⾏う。
<具体的な内容>
１．「情報通信機器を⽤いた精神療法に係る指針｣を踏まえ、通院精神療法について、情報通信機器を⽤いて⾏
った場合の評価を新設する。
２．情報通信機器を⽤いた診療の施設基準に、情報通信機器を⽤いた診療の初診の場合には向精神薬を処方し
ないことをホームページ等に掲⽰していることを追加する。
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診療報酬における書⾯要件の⾒直し

<基本的な考え方>
医療DX を推進する観点から、診療報酬上、書⾯での検査結果その他の書⾯の作成⼜は書⾯を⽤いた情報提供等
が必要とされる項目について、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の遵守を前提に、
電磁的方法による作成⼜は情報提供等が可能であることについて明確化する。

<具体的な内容>
１．⽂書による提供等をすることとされている個々の患者の診療に関する情報等を、電磁的方法によって、他の
保険医療機関、保険薬局⼜は患者等に提供等する場合は、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン
」を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書⾯における署名⼜は記名・押印に代わり、本ガイドライン
に定められた電⼦署名を施すこととする。

<通則>
９ ⽂書による提供等をすることとされている個々の患者の診療に関する情報等を、電磁的方法によって、患者
、他の保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者等に提供等する場合は、厚⽣労働省「医療情報システムの
安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書⾯における署名⼜は記名・
押印に代わり、本ガイドラインに定められた電⼦署名（厚⽣労働省の定める準拠性監査基準を満たす保健医療福
祉分野PKI認証局の発⾏する電⼦証明書を⽤いた電⼦署名、認定認証事業者（電⼦署名及び認証業務に関する法
律（平成12年法律第102号）第２条第３項に規定する特定認証業務を⾏う者をいう。）⼜は認証事業者（同条第
２項に規定する認証業務を⾏う者（認定認証事業者を除く。）をいう。）の発⾏する電⼦証明書を⽤いた電⼦署
名、電⼦署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成14年法律第153号）に基づ
き、平成16年１月29⽇から開始されている公的個人認証サービスを⽤いた電⼦署名等）を施すこと。

２．診療情報提供書については、電⼦カルテ情報共有サービスを⽤いて提供する場合には、一定のセキュリティ
が確保されていることから電⼦署名を⾏わなくても共有可能とする。
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書⾯掲⽰事項のウェブサイトへの掲載

<基本的な考え方>
デジタル原則に基づき書⾯掲⽰についてインターネットでの閲覧を可能な状態にすることを原則義務づけするよ
う求められていることを踏まえ、保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者における書⾯掲⽰について、
原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないことと
する。

<具体的な内容>
保険医療機関及び保険医療養担当規則等について、書⾯掲⽰することとされている事項について、原則として、
ウェブサイトに掲載しなければならないこととする。

○保険医療機関及び保険医療養担当規則
・保険医療機関は、原則として、前項の厚⽣労働⼤⾂が定める事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
○食事療養
・保険医療機関は、原則として、第４項の療養の内容及び費⽤に関する事項をウェブサイトに掲載しなければな
らない。
○保険外併⽤療養費に係る療養の基準等
・保険医療機関は、原則として、第２項の療養の内容及び費⽤に関する事項をウェブサイトに掲載しなければな
らない。
○指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
・指定訪問看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
○後発医薬品使⽤体制加算
・後発医薬品の使⽤に積極的に取り組んでいる旨について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

［経過措置］
本改正に際し、令和●年●月●⽇までの経過措置を設ける。
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疾患別リハビリテーション料の実施者別区分の創設

＜基本的な考え方＞
NDB・DPC データにより疾患別リハビリテーションの実施者ごとの訓練実態を把握可能となるよう、疾患別
リハビリテーション料について、実施者を明確化した評価体系に⾒直す。
＜具体的な内容＞
疾患別リハビリテーション料について、リハビリテーションを実施した職種ごとの区分を新設する。

改定案 現行
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⽣活習慣病に係る医学管理料の⾒直し

＜基本的な考え方＞
⽣活習慣病に対する質の⾼い疾病管理を推進する観点から、⽣活習慣病管理料について要件及び評価を⾒直すとと
もに、特定疾患療養管理料について対象患者を⾒直す。
＜具体的な内容＞
１．⽣活習慣病管理料の評価及び要件について、以下のとおり⾒直すとともに、名称を⽣活習慣病管理料(Ⅰ)とす
る。
（１）⽣活習慣病管理料における療養計画書を簡素化するとともに、令和７年から運⽤開始される予定の電⼦カル
テ情報共有サービスを活⽤する場合、⾎液検査項目についての記載を不要とする。あわせて、療養計画書について
、患者の求めに応じて、電⼦カルテ情報共有サービスにおける患者サマリーに、療養計画書の記載事項を入⼒した
場合、療養計画書の作成及び交付をしているものとみなす。
（２）診療ガイドライン等を参考として疾病管理を⾏うことを要件とする。
（３）⽣活習慣病の診療の実態を踏まえ、少なくとも１月に１回以上の総合的な治療管理を⾏う要件を廃⽌する。
（４）⻭科医師、薬剤師、看護師、管理栄養⼠等の多職種と連携することを望ましい要件とするとともに、糖尿病
患者に対して⻭科受診を推奨することを要件とする。
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⽣活習慣病に係る医学管理料の⾒直し

外来管理加算
は併算定不可

⾎液検査の結果
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⽣活習慣病に係る医学管理料の⾒直し

月１の管理は削除

患者・家族の求めに応じて交付
概ね４月に１回交付

電⼦カルテ情報共
有サービスを活⽤

患者の同意は必要

⻑期処方・リフィル処方の院内掲⽰

⻭科受診を推奨

治療管理は⻭科医師、薬剤師、看護師、
管理栄養⼠等の多職種と連携して実施す
ることが望ましい
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⽣活習慣病に係る医学管理料の⾒直し

２．検査等を包括しない⽣活習慣病管理料（Ⅱ）を新設する。

（新） ⽣活習慣病管理料(Ⅱ) ●●点

[算定要件]
（１）別に厚⽣労働⼤⾂が定める施設基準を満たす保険医療機関（許可病床数が●●床未満の病院⼜は診療所
に限る。）において、脂質異常症、⾼⾎圧症⼜は糖尿病を主病とする患者（入院中の患者を除く。）
に対して、当該患者の同意を得て治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、⽣活習慣に関する総合的な治療
管理を⾏った場合に、月●回に限り算定する。
（２）⽣活習慣病管理を受けている患者に対して⾏った区分番号Ａ００１の注８に掲げる医学管理及び第２章
第１部医学管理等（区分番号Ｂ００１の20 に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号Ｂ００１の22 に掲げる
がん性疼痛緩和指導管理料、区分番号Ｂ００１の24 に掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号Ｂ００１の27 
に掲げる糖尿病透析予防指導管理料及び区分番号Ｂ●●に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料を除く。）の
費⽤は、⽣活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれるものとする。
（３）⽣活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した⽇の属する月から起算して●月以内の期間においては、⽣活習慣病管
理料(Ⅱ)は算定できない。

[施設基準]
（１）⽣活習慣病管理を⾏うにつき必要な体制が整備されていること。
（２）患者の状態に応じ、28 ⽇以上の⻑期の投薬を⾏うこと⼜はリフィル処方箋を交付することについて、
当該対応が可能であることを当該保険医療機関の⾒やすい場所に掲⽰すること。
（３）治療計画に基づく総合的な治療管理は、⻭科医師、薬剤師、看護師、管理栄養⼠等の多職種と連携して
実施することが望ましいこと。
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⽣活習慣病に係る医学管理料の⾒直し

（新） ⾎糖⾃⼰測定指導加算 ●●点

[算定要件]
糖尿病を主病とする患者（２型糖尿病の患者であってインスリン製剤を使⽤していないものに限る。
）に対して、⾎糖⾃⼰測定値に基づく指導を⾏った場合は、⾎糖⾃⼰測定指導加算として、年●回に
限り所定点数に●●点を加算する。

（新） 外来データ提出加算 ●●点

[算定要件]
別に厚⽣労働⼤⾂が定める施設基準に適合しているものとして地方厚⽣局⻑等に届け出た保険医療機
関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、⽣活習慣病の治療管理の状況等の診
療の内容に関するデータを継続して厚⽣労働省に提出している場合は、外来データ提出加算として、
●●点を所定点数に加算する。

[施設基準]
（１）外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備
されていること。
（２）データ提出加算に係る届出を⾏っていない保険医療機関であること。
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特定疾患の対象疾患の⾒直し

３．特定疾患療養管理料の対象疾患から、⽣活習慣病である、糖尿病、脂質異常症及び⾼⾎圧を除外する。
(※１) 処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算についても同様。
(※２) 糖尿病が対象疾患から除外されたことに伴い、糖尿病透析予防指導管理料における算定要件｢注３｣を削
除する。
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特定疾患処方管理加算の⾒直し

＜基本的な考え方＞
リフィル処方箋による処方及び⻑期処方の活⽤並びに医療DX の活⽤による効率的な医薬品情報の管理
を適切に推進する観点から、特定疾患処方管理加算について、要件及び評価を⾒直す。

＜具体的な内容＞
処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算について、特定疾患処方管理加算１を廃⽌するとともに
、特定疾患処方管理加算２の評価を⾒直す。また、特定疾患処方管理加算２について、リフィル処方
箋を発⾏した場合も算定を可能とする。
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地域包括診療料等の⾒直し

＜基本的な考え方＞
かかりつけ医機能の評価である地域包括診療料等について、かかりつけ医と介護⽀援専門員との連携の強化、
かかりつけ医の認知症対応⼒向上、リフィル処方及び⻑期処方の活⽤、適切な意思決定⽀援及び医療DXを推進
する観点から、要件及び評価を⾒直す。

＜具体的な内容＞
１．地域包括診療料等の算定要件に、介護⽀援専門員及び相談⽀援員との相談に応じること等を追加する。ま
た、担当医のサービス担当者会議への参加実績、担当医の地域ケア会議への参加実績⼜は保険医療機関におい
て介護⽀援専門員と対⾯若しくはICT 等での相談の機会を設けていることを施設基準に追加する。
２．担当医が認知症に係る適切な研修を修了していることが望ましいことを、地域包括診療料等の要件に追加
する。
３．市区町村が実施する認知症施策に協⼒している実績があることを、地域包括診療料等の要件に追加する。
４．患者の状況等に合わせて医師の判断により、リフィル処方や⻑期処方に対応可能であることを、患者に周
知することを、地域包括診療料等の要件に追加する。
５．「人⽣の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえた適切な
意思決定⽀援に係る指針の作成を、地域包括診療料等の要件に追加する。
６．患者やその家族からの求めに応じ、⽂書を⽤いた適切な説明を⾏うことが望ましいことを要件に追加する
とともに、⽂書の交付について、電⼦カルテ情報共有システムにおける患者サマリーの入⼒に代えることがで
きることとする。

［経過措置］
（１）地域包括診療料等の施設基準については、令和６年３月31 ⽇において現に届出を⾏っている保険医療機
関については、同年●月●⽇までの間に限り、なお従前の例による。
（２）令和●年●月●⽇までの間に限り、１の（４）を満たすものとする。
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地域包括診療料等の⾒直し
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地域包括診療料等の⾒直し

７．地域包括診療料の⾒直し及び処方等に係る評価体系の⾒直し等を踏まえ、地域包括診療加算等の評価を⾒
直す。
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外来感染対策向上加算の⾒直し
＜基本的な考え方＞
第８次医療計画における新興感染症発⽣・まん延時に備え、外来における適切な感染管理の下での発熱患者等へ
の対応を更に推進する観点から、外来感染対策向上加算について要件及び評価を⾒直す。
＜具体的な内容＞
１．外来感染対策向上加算について、要件の⾒直しを⾏うとともに、当該加算の届出を⾏う保険医療機関におい
て、適切な感染防⽌対策を講じた上で発熱患者等の診療を⾏った場合の加算を新設する。
２．外来感染対策向上加算の施設基準における新興感染症発⽣時の対応に係る要件について、第８次医療計画に
おける協定締結の類型に合わせて内容を⾒直す。
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⼩児かかりつけ診療料の⾒直し

＜基本的な考え方＞
⼩児に対する継続的な診療を一層推進する観点から、⼩児かかりつけ診療料について、要件及び評価を⾒直
す。

＜具体的な内容＞
１．発達障害を疑う児の診察等を⾏うこと、不適切な養育にも繋がりうる育児不安等の相談に乗ること、医
師が発達障害等に関する適切な研修及び虐待に関する適切な研修を受講していることが望ましいことを要件
に追加する。
２．上記の⾒直し、新型コロナウイルスの検査の取扱いの変更及び処方等に係る評価体系の⾒直し等を踏ま
え、⼩児かかりつけ診療料の評価を⾒直す。
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介護保険施設入所者の病状の急変時の適切な往診の推進
＜基本的な考え方＞
介護保険施設等に入所している⾼齢者が、可能な限り施設内における⽣活を継続できるよう⽀援する観点から、介
護保険施設等の入所者の病状の急変時に、介護保険施設等の協⼒医療機関であって、平時からの連
携体制を構築している医療機関の医師が往診を⾏った場合について、新たな評価を⾏う。
＜具体的な内容＞
介護保険施設等の入所者の病状の急変時に、介護保険施設等の協⼒医療機関であって、定期的なカンファレンスを
実施するなど、平時からの連携体制を構築している医療機関の医師が往診を⾏った場合の評価を新
設する。

（新） 介護保険施設等連携往診加算 ●●点

［対象患者］
往診を⾏う保険医の所属する保険医療機関と平時からの連携体制を構築している介護保険施設等に入所する者
［算定要件］
別に厚⽣労働⼤⾂が定める施設基準に適合しているものとして地方厚⽣局⻑等に届け出た保険医療機関が、介護⽼
人保健施設、介護医療院及び特別養護⽼人ホーム（以下この区分番号において、「介護保険施設等」という。）の
協⼒医療機関であって、当該介護保険施設等に入所している患者の病状の急変等に伴い、往診を⾏った場合に、介
護保険施設等連携往診加算として、●●点を所定点数に加算する。
［施設基準］
（１）介護⽼人保健施設、介護医療院及び特別養護⽼人ホーム（以下「介護保険施設等」という。）において、協
⼒医療機関として定められている保険医療機関であって、当該介護保険施設等から24 時間連絡を受ける担当者を
あらかじめ指定し、その連絡先を当該介護保険施設等に提供していること。
（２）当該介護保険施設等と連携体制が確保されていること。
（３）（２）に規定する連携体制を構築していることについて、当該保険医療機関の⾒やすい場所に掲⽰。
（４）（３）の事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
［経過措置］令和●年●月●⽇までの間に限り、（４）に該当するものとみなす。



(C) 2023 MICT All Rights Reserved. 37

往診に関する評価の⾒直し

＜基本的な考え方＞
患者の状態に応じた適切な往診の実施を推進する観点から、緊急の往診に係る評価を⾒直す。
＜具体的な内容＞
往診を⾏う医療機関において訪問診療を⾏っている患者、往診を⾏う医療機関と事前に往診に関する連携体
制を構築している他の医療機関において訪問診療を⾏っている患者、往診を⾏う保険医療機関の外来におい
て継続的に診療を受けている患者及び往診を⾏う医療機関と平時からの連携体制を構築している介護保険施
設等に入所している患者に対する往診以外の往診について緊急の往診に係る評価を⾒直す。
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在宅医療におけるICT を⽤いた医療情報連携の推進
＜基本的な考え方＞
在宅での療養を⾏っている患者に対して、医師・⻭科医師が計画的な医学管理を⾏う際に当該患者の医療・ケア
に携わる関係職種がICT を⽤いて記録した診療情報等を活⽤した場合について、新たな評価を⾏う。
＜具体的な内容＞
１．在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料について、他の保険医療機関等の関係職種がICT を
⽤いて記録した患者に係る診療情報等を活⽤した上で、医師が計画的な医学管理を⾏った場合の評
価を新設する。

（新） 在宅医療情報連携加算（在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料） ●●点

［算定要件］
別に厚⽣労働⼤⾂が定める施設基準に適合しているものとして地方厚⽣局⻑等に届け出た訪問診療を実施してい
る保険医療機関の保険医が、在宅での療養を⾏っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険
医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医、⻭科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である⻭科
医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看
護師、理学療法⼠、作業療法⼠若しくは⾔語聴覚⼠、管理栄養⼠、介護⽀援専門員⼜は相談⽀援専門員等であっ
て当該患者に関わる者がICT を⽤いて記録した当該患者に係る診療情報等を活⽤した上で計画的な医学管理を⾏
った場合に、在宅医療情報連携加算として、月●●回に限り、●●点を所定点数に加算する。
[施設基準]
（１）在宅での療養を⾏っている患者であって通院が困難なものの診療情報等について、ICT を⽤いて常時確認
できる体制を有し、関係機関と平時からの連携体制を構築していること。
（２）診療情報等を活⽤した上で計画的な医学管理を⾏うにつき⼗分な体制が整備されていること。
（３）（１）に規定する連携体制を構築している医療機関であることについて、当該保険医療機関の⾒やすい場
所に掲⽰していること。
（４）(３)の掲⽰事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
［経過措置］令和●年●月●⽇までの間に限り、（４）に該当するものとみなす。
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在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の⾒直し

＜基本的な考え方＞
より質の⾼い在宅医療の提供を適切に評価する観点から、訪問診療の算定回数等に応じて在宅時医学総合管理料
及び施設入居時等医学総合管理料の評価を⾒直す。

＜具体的な内容＞
１．在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の算定における単一建物診療患者の数が10 人以上
19 人以下、20 人以上49 人以下及び50 人以上の場合の評価を新設する。
２. 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料を届出している保険医療機関のうち、当該医療機関
の直近●月の訪問診療の算定回数等が●●回を超える保険医療機関（看取りの件数等に係る一定の基準を満たす
場合を除く。）について、単一建物診療患者の数が●●人以上である患者に対する在宅時医学総合管理料及び施
設入居時等医学総合管理料の評価を⾒直す。
３．医療ＤＸ及び医薬品の安定供給に資する取組の推進に伴い、在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総
合管理料の評価を⾒直す。

［経過措置］
１．第三の六の（１）●、第三の六の（２）●、第四の一の（１）●及び第四の一の（２）●に係る規定は、令
和６年３月31 ⽇において現に機能強化型の在宅療養診療所及び在宅療養病院の届出を⾏っている場合は、令和
●●年●●月●●⽇までの間に限り、在宅データ提出加算に係る基準を満たすものとする。
２．第四の一の六（10）に係る規定は、令和６年３月31 ⽇において現に在宅時医学総合管理料及び施設入居時
等医学総合管理料の届出を⾏っている保険医療機関については、令和●●年●●月●●⽇までは当該基準を満た
すものとする。
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通院・在宅精神療法の⾒直し及び早期診療体制充実加算の新設

＜基本的な考え方＞
質の⾼い精神医療の提供を推進する観点から、通院・在宅精神療法について評価を⾒直すとともに、精神疾
患の早期発⾒及び早期に重点的な診療等を実施する体制を有する医療機関が精神療法を⾏った場合につい
て、新たな評価を⾏う。
＜具体的な内容＞
１．通院・在宅精神療法について、60 分以上の精神療法を⾏った場合及び30 分未満の精神療法を⾏った場
合の評価を⾒直す。
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通院・在宅精神療法の⾒直し及び早期診療体制充実加算の新設

２．精神疾患の早期発⾒及び症状の評価等の必要な診療を⾏うにつき⼗分な体制を有する医療機関が精神療
法を⾏った場合について、通院・在宅精神療法に加算を設ける。
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医療DX 及び医薬品の安定供給に資する取組の推進に伴う処方等に係る評価の再編

＜基本的な考え方＞
医療DX 及び医薬品の安定供給に資する取組を更に推進する観点から処方等に係る評価体系の⾒直しを⾏う。
＜具体的な内容＞
１．一般名処方加算について、医薬品の供給不⾜等の場合における治療計画の⾒直し等に対応できる体制の整
備並びに患者への説明及び院内掲⽰にかかる要件を設けるとともに、評価を⾒直す。
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人⼯腎臓の評価の⾒直し

＜基本的な考え方＞
包括されている医薬品の実勢価格を踏まえ、人⼯腎臓について評価を⾒直す。

＜具体的な内容＞
人⼯腎臓について、包括薬剤の実勢価格を踏まえ、評価を⾒直す。
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検査、処置及び⿇酔の⾒直し

＜基本的な考え方＞
外来診療の実態を踏まえ、効率的な検査、処置及び⿇酔の実施を図る観点から、一部の検査、処
置及び⿇酔の評価を⾒直す。

＜具体的な内容＞
下記の処置、検査及び⿇酔について、評価を⾒直す。


